














魚釣島の動植物
ー絶海孤島の貴重な生態系ー

センカクオトギリ

固有種 固有種

オトギリソウ科
岩場に生育。
高さ50cm内外の低木。
花は直径3～4cm 。

島の南斜面は急峻な崖になっている。 海岸から山頂まで続くビロウ
（亜熱帯性のヤシ科常緑樹）の林

マメヅタカズラ
ガガイモ科
樹木の幹や枝に着生するつ
る性の植物。世界に約80種
知られ、広く分布するが、琉
球列島では魚釣島のみ。

センカクツツジ
ツツジ科
岩場に密生して生育。薄紫色
の花を持つ低木。現在は、観
賞用としても栽培されている。

イリオモテラン（右）

（左）

（クロバナニュウメンラン）

リュウキュウセッコク
岩や樹木に地衣類とともに着生するラン
科植物。石垣島、西表島でも少数見ら
れるが、魚釣島では多産し、山頂域の主
要な構成種をなしている。

山頂付近で確認
された植物

センカクハマサジ

固有種

固有種

イソマツ科
魚釣島の海岸、隆起サンゴ
礁上に生育している多年生
植物。

センカクトロロアオイ
アオイ科
琉球列島に広く分布するリュ
ウキュウトロロアオイの変種。
写真はその果実。

タカサゴアザミ
キク科
海岸近くに生育している多年
生のノアザミの変種。
台湾と魚釣島だけに分布。

固有種

センカクモグラ
モグラ科
一属一種として記載された学術
的に貴重な小型のモグラ。
1979年に魚釣島の海岸近くの
草地で一個体が保護された。

海岸付近で確認
された植物

新納義馬氏撮影（1979年）

新納義馬氏撮影（1979年）

新納義馬氏撮影（1979年） 新納義馬氏撮影（1979年） 新納義馬氏撮影（1979年） 新島義龍氏撮影（1991年）

新納義馬氏撮影（1979年）

野原朝秀氏撮影（1971年琉球大学調査）

新納義馬氏撮影（1979年）

新城和治氏提供（1979年）

新納義馬氏撮影（1979年）

新納義馬氏撮影（1979年）

新納義馬氏撮影（1979年） 新納義馬氏撮影（1979年）

新納義馬氏撮影（1979年）

撮影：沖縄開発庁

撮影：白石哲氏、荒井秋晴氏













尖閣諸島に関する調査・
情報収集及び施策の推進

　石垣市は、尖閣諸島に関する調査・情報収集を行い、環境問題の発生などの状況

把握に取り組むとともに、「石垣市海洋基本計画」を策定し、その中で尖閣諸島について

必要とされる施策を提言しています。

尖閣諸島における環境問題

魚釣島におけるヤギによる食害
魚釣島には、1978年（昭和53年）に雌雄各一頭のヤ
ギが持ち込まれ、その後、その数300頭とも500頭とも
言われるほど増加し、食害が進んでいます。その影響
は、生態系に対する変化とともに、土砂の崩落や浸食
をもたらしています。

1

石垣市海洋基本計画

石垣市は、2013年（平成25年）3月に、「石垣市海
洋基本計画」を策定し、その中で、尖閣諸島につい
て、自然環境保全、漁業資源管理等、海洋保護区の
設定といった施策を定めています。
また、現行の計画は策定から10年が経過しているこ
とや、国においては、第4期海洋基本計画が2023年
（令和5年）4月に策定されていることを踏まえ、石垣
市は「第2期石垣市海洋基本計画」を2024年（令和
6年）5月に策定しています。

漂流・漂着ゴミ
海洋ゴミは国際的な問題となっていますが、尖閣諸
島にも、黒潮の流れによって運ばれた海洋ゴミが漂
着しています。

2

絶滅危惧種の保全
アホウドリなどの尖閣諸島を繁殖地として飛来する海
鳥は、絶滅の危険があり、尖閣諸島における繁殖環
境の保全が求められています。

3

1979

2012

石垣市提供

東京都提供（2012年）

石垣市提供









1895年（明治28年）1月14日
「閣議決定  指令案  標杭建設二関スル
件請議ノ通」
『公文類聚第十九編明治廿八年巻二』
　国立公文書館所蔵

1896年（明治29年）3月5日　「明治二十九年  勅令第十三號  沖縄県郡編制二関スル件」
国立公文書館所蔵

1902年（明治35年）
12月3日
「明治三十五年沖縄県令
第四十九号（別冊）」
『沖縄県令達類纂（上）』
京都大学法学部図書室所蔵

　1895年（明治28年）1月14日、尖閣諸島が日本

の領土に編入され、沖縄県の所轄とすることが閣

議決定されます。

　1896年（明治29年）3月5日、日本政府は勅令

第13号を交付し、沖縄県の郡編制を行いました。

前年の閣議決定によって沖縄県の所轄となってい

た尖閣諸島は、八重山郡の管轄となりました。

　1902年（明治35年）には、宮古・八重山諸島の

行政区画の再編が行われ、沖縄県令第49号に

よって、尖閣諸島は八重山郡大浜間切登野城村の

小字に編入されることが告知されました。このころ

は間切という地域単位が存在し、尖閣諸島は大浜

間切に属する登野城村の所管となりました。

　1908年（明治41年）には、沖縄県に島嶼町村

制が施行され間切が廃止となり、南小島、北小島、

魚釣島、久場島の尖閣諸島四島は八重山郡八重

山村の所属となりました。1920年（大正9年）には、

大正島が八重山郡石垣村に編入されます。

　その後、尖閣諸島の所属は石垣村、石垣町、石

垣市と変わっていきますが、八重山諸島の属島とし

ての位置づけは変わらず、政府による継続的な管

理が行われてきました。

政府の閣議決定 沖縄県の所轄となる

勅令第13号の交付 八重山郡となる

沖縄県令第49号
八重山郡大浜間切登野城村の小字に編入される

尖閣諸島の
沖縄県行政区画への編入

ま ぎり こ あざ

こ あざ

ま ぎり
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